
共同募金について  

厚生労働省社会瞳援護局総務課   



共同募金の位置づけ  

0 共闘募金憶％戦後間もない頃（昭和22年）、戦災孤児を預かる民間福祉施設など   
の資金不足を補うためにスタ糟卜した民間の募金活動を制度化したものであり、現在   
習撼＄社会福祉を自的とする事業活動を幅広く支援することを通じで地域福祉の推進   

を図る募金活動と』て位置づけられでいる。  

1ご港間轟金活動は、毎年定められた期間（■＝1月－1日から12月こ＝日まで巨ニ，、す′・・－こ  

ぞの都道府県で行われるものであり、その実施主体ほ各都道府県に設立きれたF社  

会福祉法Å共同募金会」である。  

◎ 共同募金事業の公正性を担保するため、各都道府県の共同募金会にほF配分委   
県会」が設置されており、配分委員会の承認なしには、その年の募金目標額や配分   
計画を策定することができず、集められた寄附金の配分を行う≡ともできなし、。  

◎ 各都道府県内で集められた寄附金はち災害等のための準備金に充でる場合を除   

凱各都道府県内の「社会福祉を目的とする事業を経営する者」（社会福祉協議会、   
Nロー、J～ふ人などの団体・ゲル■岬プ、福祉施設等）に配分される。，  

・′ト   



「冊m州加叫憫Ⅶ  

監轟開幕金の実施体制選  

◎各都道府県共同募金会の連合会としで、「社会福祉法Å中央共同募金会」が連   
絡調整等を行って』、る。  

◎ 各都道府県共同募金会には、市町村ごとに内部組織※が置かれ句自治会領町内   
会等の協力の帯恥募金活動を実施している。  

塞菜食駁分会等の名称で呼ばれており、gO％以よが社会福祉協議会に設置されてら㌔る¢   

監募金の状況選  

¢ 制度発足以来、共同募金はその実績観を伸ばしできたが、平成7年度以降は減  

少傾向ぎ≡ある。（平成18年度の募金額は、約217億円。）  

田 募金鍍金体のヲ0％以上をF戸別募金」鳩治会汽町内会等の協動こよる世帯ごと   

の募金）が占めぞおり、そのほかに、「法人募金詔企業が行う募金：約10％）もF職   
域募金』（職場ごとに従業員が行う募金二約4％）、「街頭募金詔駅前等で呼びかけ   
る募金：約望％）などがある。  

…よ－・   



監事金実績額の推移（昭和22年度～平成18年度）ヨ  
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（単位：億円）  
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監募金の実施藷法ヨ  

※都道府県によって実施状況は異なるが、伽般的なケースとして細道府県共同眉金会、支会等の役割を整層したも軌  

＼ ＼、＼  一塁闇㌍■■■■■■■■騎t 莞   ■■■■脳劉調駁濯謂■■■■  ■■■駁対閑■■■       溜■   】その他】  
戊募金ボランティアが各・企菓に対して寄付を呼   ・企業、団体、官公庁な  りト学校、中学校、高・駅前、デパ¶トや  ・NHK歳  

＼                                家庭を訪問して寄付を呼 びかける募金  どの瞼域で従業員に寄付  軍学校などで児童曙生  スーパ仰の入口、商店  未たすけあ   
＼ ＼  を呼びかける募金   碇に寄付を呼びかける  

＼ ＼  募金   を呼びかける募金   

＼   

応安食担当者向け研修会を開催し、運動全般についての説明を行う（基本的には各支会の責商性に任せるようにしているのが  
現状）。また、運動費材の提供などを行う  

都道府県  
共同雰金会  0大規模法人、大型チェーン店等に対し協力依頼   0都道府県教育委盈金  

に封し協力依頼  

0自治会長に対する説明  0支全役職見を中心に各  ○法人募金の協力儀耗と  0地元教育委農金及び  0ボランティアセン  
会の開催や自治会長会  法人を訪問し協力依頼  併せて棄施   各学校に協力依頼   タ一に登録してい  
諸に出席し、共同募金  （訪問は民生委員へも  る団体や学校、企  
運動の説明と協力依頼  依頼）  菜、共同事金の受  

配施設・団体等に  

真金  対する協力依頼、  

0ダイレクトメ岬ルによ  葉隠場所、日時等  

る協力依頼  の調整（必要に応  

じて「道路使用許可  
音」を申請）   

自治会長が各班長、民生  

黍風琴に依験する  

自治会農               番傘襲施智  
寡金粟鮭  

磯風  各種団体／学校／企渠琴  

割合  10．2％   3．9％   

（18年度）   支全役職風、民生養魚  真金役   E  臥」憫  
剛4－   



監事金の配分状況扇  

◎ 配分額全体の約60％が「社会福祉協議会ム約20％がF団体靡ゲル㈱プ』年  

約頂⑳％がF福祉施設」にそれぞれ配分きれてb篭る。  

・二 凍向募金の対象となる事業は大小さまざまであるが、．その主な使い一斗らく！・：い－－、  

「地域の住民全般を対象にじた事業」（福祉サ岬ぜ呆に関ずる相談援助等：約3  

「高齢者を対象にじた事業」（見守り、配食サ坤ビス等：約25％∋などが挙げられ  

1  ■  
てこここ＼、＿、〆ノ⊥ニ＝ニコ㍗  

監課題選   

0 募金実績額が平成■7年度をピ柵ウに減少している。  

L・皐間募金の使途は多岐にわたっているが、とこにどのように使われて：いるか  
わか凝臆銚㍑などの指摘がある。  

◎ 地域のさまざまな福祉活動に適切な配分を行うために、都道府県ごとぎ≡寄附  

金を集め≠原則とし竃県内で配分するという現行め仕組みのままで十分か。  

●  －  

申5陶   
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／   

監今後ヨ  

共闘募金はも這れまで民間福祉活動の財源の主要な担い手とじて来蓉な  

役割を果たじてきたところであり、地域福祉における民間活動の活発化に潮  
風抗多磯な団体の活動を支援するとともに％新しい寄付の文化を形成ずる  

推進役と』ての役割が期待されている¢  

、・＼ 
＿．  

・、b‥   



参考資料（共同募金掟剖詳郡   



参考⑳沿革  

l  

、班■Y．ニニ”  

r第八草共同；   

ロ ロ   

書芸冨票認許薬師   への財政援助楽止   

準   

＝宅牒＝垣全国運動薬施。日本社   金串菓協会、同胞   
：嬢蕗会等の協れ（昭和22年）  

れる。（昭和26年）  ≡ も共同募金が法律に位置づけら   

都道府県共同募金≦  
共  

（財）全日本民生費風連盟  

りケ月間（昭和22年は、11月2  5E卜′12月25日。   

（平成12年）  

・社会福祉基礎構造改革による改正  
で、社会福祉法に改称。  

け第十牽∴隠観福祉の推進」に再塙。  
・目的にr地域禰祉の推進」が追加。  

業  
募金と社会福祉協議会」に規  

イ新しい寄  
付文化の創  
造をめぎし  
て」（21世紀  

を迎える共  
同募金のあ  
り方婁農会  
答申）  

・「21世紀に  

おける共同  
募金運動の  
指針（その  

1）」（中央共  

闘募金会）  

（平成13年）  

・「地域をつくる  
市民を応援す  
る共同募金へ  
の転換J（中央  

共同皐金会企  
画・推進委月会  
答申）  

（平成19年）  

■共同裏金倍加  
運動（昭和34年）   

・行政管理庁の  
勧告（昭和42年）  

央き  ・中央慈善  

協会（明治  
41年～）  
．1．βみ  

社会番紫  

協会（大正  
・10年へ′）  

血叩卓  

（財）中央  

社全事業  

協会（太正  

13年佃）   

会及び共同募金会連合会（中央  
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昭和26年）  

協津金に改称。（昭和30年～）  

に1  よ巨緊細‥＝謝り＝組‥＝帥  匿   

欝  
道府県に拠出可能（平成12年）  

t3ケ月間（10月帽～12月31日。昭和34年より、歳末たすけ表札、運動が典  
碁金の一環として行われる）  

【過半数配分  
原則】の緩和  
・災害復旧の  
場合等におい  
て量点配分  
が可能（平成  

2年）  

串室  1 条）  E過半数配分原則ヨの撤廃  

→「配分霧島会」の設健を法  
律で義務化（平成12年）   

福  
それらの過半数  き  

ぱならない（昭和26年）  

＿＿】．＆職，【．岬  



参考②典開幕金⑳実施体制  

中森典開幕会食は、募金活動は行わない。  

支叡分会等は、自前の組織を持たず、9割以上が市区町村社会福祉協議会に業務協力を依頼してb、る。  

※数値は、平成膵年度べ仙ス。  

唐法鷺124粂に定める共同募金連禽愈（社会福祉法泉）  

【設置数】全国1カ所  

【職員数】13人  

臣主な業務】  

・全国的な共同草食の企画立案  

・全国的な広報、イベ：ソト等の企飽、寒捕   
寧都道府県共同募金会の連絡調整   

など  

丁、＿丁＿＿  
率廉共同募金  

靡法第113条に定める共同募金会（社会福祉法Å）  

【設置数】全国47カ所（各県に1カ所）  

【職員数】228人  

【主な業務】   

鋼県内における共同募金の棄施   

負目横額、配分計画等の策定、公表   

など  

各都道府県共同募金会  

琶各藩道府県共同募金会の内教組総  
【設置数】全国2，1帽2カ所  

（東京都を除きほぼ市町村圏位で設置）  

E共同募金業務従事者数】5，糾4人  
【主な業務】   

胃地域における共同募金の寮施   

など   

真 
照 

等  

維8椚  



番考③廉開幕念の流親電申請から配分までき  

■■●●  

0 募金活動は、頂¢月1日から12月31Eほでの限られた期間に行われるが、配分の申請は4月頃から始まる。  

0現在旬都道府県共同募金会が、事業者（社会福祉協議会ち団体嘱ダj♭職プ、福祉施設等）に射しぞ、藩按配  

旨分する仕組みとなっている。  

竜0紙都道府県単位で配鮨決定する仕組みとなっているため、地域のこ劇靴十配配凱た配分を行う  
－  ∴誅・ご．・・・■二‥ ∴、テき、ニー．  

配分委員会 理事会・評議員 会  都導府擦薫  配分委員会   
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靂蕊∵ミ√  事業寺（社会福祉協商虐」団傭・グループ．福祉施設‡  



参考唾∋募金の状況  

軌Ⅶ頂凝道膀県別の募金総額及び肋Å当たりb肋世帯当た坊の募金鍍揮成瑠緯度）  

‾‾l三   

、   

単位：億円  

募金総額が最も多いのは東京都だが、叫職人当た順金額及び00世帯当たり募金額が最も凱咽は  

島根県。  
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